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前
回
（
本
連
載
第
34
回
）
で
は
、「
住

ま
い
」
の
社
会
保
障
に
つ
い
て
語

っ
た
。
今
回
は
医
療
保
険
財
政
の
マ
ク
ロ

管
理
に
つ
い
て
提
言
を
し
た
い
。

　

日
本
の
公
的
医
療
保
険
制
度
は
、
３
タ

イ
プ
の
医
療
保
険
か
ら
な
る
。す
な
わ
ち
、

「
職
域
に
基
づ
く
被
用
者
保
険
」「
居
住
地

に
基
づ
く
地
域
保
険
（
国
民
健
康
保
険
＝

国
保
）」「
75
歳
以
上
の
後
期
高
齢
者
を
対

象
と
す
る
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
」
の
３

タ
イ
プ
で
あ
る
が
、
全
て
の
国
民
は
い
ず

れ
か
の
医
療
保
険
へ
の
加
入
が
義
務
付
け

ら
れ
て
い
る
。
制
度
の
分
立
は
歴
史
的
な

要
因
が
大
き
い
が
、
制
度
間
で
保
険
加
入

者
の
年
齢
や
医
療
費
、
平
均
所
得
な
ど
が

大
き
く
異
な
る
。
特
に
、
国
保
の
加
入
者

に
は
所
得
水
準
の
低
い
者
や
平
均
年
齢
が

高
い
た
め
に
疾
病
リ
ス
ク
が
高
い
者
が
多

い
と
い
う
事
情
も
あ
り
、
保
険
料
収
入
が

十
分
に
確
保
で
き
な
い
傾
向
が
あ
る
一
方

で
医
療
給
付
の
水
準
が
高
く
、
保
険
財
政

の
運
営
が
厳
し
い
ケ
ー
ス
が
多
い
。

「
見
え
な
い
」
負
担

　

こ
の
た
め
、各
制
度
の
財
政
は
保
険
料
、

公
費
、
制
度
間
の
財
政
調
整
で
賄
わ
れ
て

い
る
。
特
に
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
で

は
、
保
険
料
収
入
は
１
割
し
か
な
く
、
公

費
が
５
割
、残
り
の
４
割
は
他
の
制
度（
国

保
や
被
用
者
保
険
）
か
ら
の
拠
出
金
で
賄

わ
れ
て
い
る
。
こ
の
拠
出
金
は
、
制
度
の

発
足
当
初
、
被
用
者
保
険
と
国
保
の
所
得

捕
捉
率
の
違
い
等
も
あ
り
、「
加
入
者
割
」

（
各
保
険
者
の
０
〜
74
歳
の
加
入
者
数
で

案
分
）
だ
っ
た
。
だ
が
、
負
担
能
力
を
勘

案
し
、２
０
１
０
年
度
か
ら
「
総
報
酬
割
」

（
国
保
と
被
用
者
保
険
の
間
は
加
入
者
割
、

被
用
者
保
険
の
間
は
各
保
険
者
の
総
報
酬

額
で
案
分
）
に
改
め
ら
れ
、
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
へ
の
拠
出
金
や
、
財
政
調
整
に

伴
う
財
源
（
の
一
部
）
に
つ
い
て
は
、
組

合
健
保
や
共
済
組
合
な
ど
の
保
険
料
に

「
見
え
な
い
形
」
で
上
乗
せ
さ
れ
て
い
る
。

　

社
会
保
障
財
政
の
持
続
可
能
性
を
高
め

る
に
は
、
安
定
財
源
の
確
保
と
と
も
に
、

膨
張
す
る
社
会
保
障
費
の
抑
制
の
検
討
も

不
可
避
な
状
況
だ
。
社
会
保
障
の
将
来
見

通
し
は
、
本
連
載
の
第
31
回
（
19
年
１
月

29
日
号
）で
説
明
し
た
が
、財
務
省
の「
我

が
国
の
財
政
に
関
す
る
長
期
推
計
（
改
訂

版
）」（
18
年
４
月
６
日
）
に
よ
る
と
、
医

療
給
付
・
介
護
給
付
費
（
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
〈
国

内
総
生
産
〉
比
）
は
、
20
年
度
ご
ろ
に
約

９
％
で
あ
っ
た
も
の
が
、
60
年
度
ご
ろ
に

は
約
14
％
に
上
昇
す
る
。
す
な
わ
ち
、
40

年
間
で
医
療
・
介
護
は
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
で
約
５

％
㌽
上
昇
す
る
が
、
こ
れ
は
名
目
Ｇ
Ｄ
Ｐ

を
５
５
０
兆
円
と
す
る
と
、
約
28
兆
円
増

で
、消
費
税
換
算
で
約
11
％
に
相
当
す
る
。

　

こ
の
抑
制
方
法
や
財
源
を
ど
う
す
る
か

が
問
題
と
な
る
。
検
討
課
題
と
し
て
、
例

え
ば
医
療
で
は
、
膨
張
す
る
医
療
費
管
理

の
た
め
の
自
動
調
整
メ
カ
ニ
ズ
ム
や
地
域

独
自
の
診
療
報
酬
の
導
入
な
ど
の
提
言
も

行
わ
れ
つ
つ
あ
る
。
こ
の
関
係
で
、
私
は

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
（
75
歳
以
上
が
加

入
）
の
診
療
報
酬
に
自
動
調
整
メ
カ
ニ
ズ

ム
、
い
わ
ゆ
る
「
医
療
版
マ
ク
ロ
経
済
ス

ラ
イ
ド
」
を
導
入
す
る
措
置
を
以
前
か
ら

提
案
し
て
い
る
。

　

同
制
度
の
財
源
（
給
付
費
）
の
う
ち
９

割
は
現
役
世
代
の
保
険
料
か
ら
の
支
援
金

と
公
費
で
賄
わ
れ
、
残
り
の
１
割
が
75
歳

以
上
の
保
険
料
で
賄
わ
れ
て
い
る
だ
け

で
、
賦
課
方
式
の
年
金
と
似
た
構
造
を
も

つ
。
提
案
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
、
04
年
の
年

金
改
革
で
導
入
し
た
「
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ

イ
ド
」
を
参
考
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

診
療
報
酬
は
、
原
則
的
に
実
施
し
た
医

療
行
為
ご
と
に
対
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
診
療

報
酬
項
目
に
対
応
す
る
点
数
が
全
て
加
算

さ
れ
、
１
点
の
単
価
を
10
円
で
計
算
し
て

報
酬
が
医
療
機
関
等
に
支
払
わ
れ
る
。
一

般
的
に
、
診
療
報
酬
は
、
年
齢
に
か
か
わ

ら
ず
、
定
め
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
て
い

る
が
、
一
部
は
年
齢
で
異
な
る
ケ
ー
ス
も

あ
る
。
そ
の
事
例
が
、
後
期
高
齢
者
医
療
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制
度
の
08
年
の
発
足
時
に
お
い
て
、
75
歳

以
上
の
後
期
高
齢
者
に
限
っ
て
新
設
さ
れ

た
診
療
報
酬
項
目
で
、
後
期
高
齢
者
特
定

入
院
基
本
料
（
75
歳
以
上
の
患
者
が
90
日

を
超
え
て
入
院
す
る
と
、
一
定
の
場
合
を

除
き
、
医
療
機
関
へ
の
診
療
報
酬
が
減
額

と
な
る
仕
組
み
）、後
期
高
齢
者
診
療
料
や

後
期
高
齢
者
終
末
期
相
談
支
援
料
な
ど
で

あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
診
療
報
酬
項
目
の
一
部
は
、

そ
の
後
の
診
療
報
酬
の
改
定
に
お
い
て
廃

止
や
改
正
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
上
記
の

事
例
は
、
75
歳
以
上
と
74
歳
以
下
の
診
療

報
酬
体
系
を
異
な
る
仕
組
み
で
構
築
で
き

る
こ
と
を
意
味
す
る
。

人
口
減
や
平
均
余
命
を
勘
案

　

こ
の
た
め
、
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
と

同
様
、
例
え
ば
、
現
役
世
代
の
人
口
減
や

平
均
余
命
の
伸
び
等
を
勘
案
し
た
調
整
率

を
定
め
て
、
そ
の
分
だ
け
、
全
体
の
総
額

の
伸
び
を
抑
制
す
る
こ
と
に
し
て
は
ど
う

か
。
こ
の
調
整
の
た
め
に
最
も
管
理
し
や

す
い
方
法
は
、
75
歳
以
上
の
診
療
報
酬
に

お
い
て
、
あ
る
診
療
行
為
を
行
っ
た
場
合

に
前
年
度
Ｚ
点
と
定
め
て
い
る
全
て
の
診

療
報
酬
項
目
の
点
数
を
、
今
年
度
で
は

「
Ｚ
×
（
1

－

調
整
率
）
点
」
と
改
定
す
る

こ
と
で
あ
る（
図
）。
自
己
負
担
は
診
療
報

酬
に
比
例
す
る
た
め
、
診
療
報
酬
を
抑
制

し
て
も
75
歳
以
上
の
自
己
負
担
（
窓
口
負

担
）
が
基
本
的
に
増
加
せ
ず
、
改
革
コ
ス

ト
を
国
民
（
患
者
）
だ
け
に
押
し
付
け
る

こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

　

ま
た
、
過
去
の
趨す
う
せ
い勢

的
に
医
療
費
の
約

半
分
は
医
療
従
事
者
の
人
件
費
だ
が
、
こ

の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
下
で
は
医
療
費
（
対
Ｇ

Ｄ
Ｐ
比
）
は
一
定
水
準
に
落
ち
着
き
、
人

件
費
も
成
長
率
に
連
動
し
て
伸
び
る
。

　

で
は
、
調
整
率
は
ど
の
程
度
か
。
前
掲

の
「
我
が
国
の
財
政
に
関
す
る
長
期
推
計

（
改
訂
版
）」
に
よ
る
と
、
40
年
間
で
医
療

費
等
で
は
約
５
％
㌽
の
上
昇
で
、
1
年
間

の
上
昇
は
平
均
で
０
・
１
２
５
％
で
あ
る

た
め
、
そ
の
増
加
を
抑
制
す
る
調
整
率
は

年
間
０
・
１
２
５
％
に
過
ぎ
な
い
。
診
療

報
酬
を
年
間
平
均
で
０
・
１
２
５
％
だ
け

下
方
に
調
整
す
る
だ
け
で
、
医
療
財
政
を

安
定
化
で
き
る
可
能
性
が
あ
る
。
も
っ
と

も
、
中
長
期
的
に
み
て
、
医
療
機
関
等
へ

の
経
営
に
及
ぼ
す
影
響
に
も
注
意
す
る
必

要
が
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、

そ
の
影
響
分
に
つ
い
て
は
、
公
的
医
療
保

険
の
一
部
を
民
間
医
療
保
険
で
も
代
替
で

き
る
よ
う
に
し
て
、
民
間
医
療
保
険
の
方

で
稼
ぐ
こ
と
が
で
き
る
環
境
整
備
も
重
要

で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、基
本
的
に
「
１
点
＝
10
円
」

と
す
る
診
療
報
酬
も
再
考
が
必
要
か
も
し

れ
な
い
。
診
療
報
酬
に
つ
い
て
は
、「
高
齢

者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
」（
高
確

法
）
第
14
条
に
診
療
報
酬
の
特
例
に
関
す

る
規
定
が
あ
る
。
具
体
的
に
は
、「
厚
生
労

働
大
臣
は
、
医
療
費
適
正
化
計
画
に
関
す

る
評
価
の
結
果
、
医
療
費
適
正
化
を
推
進

す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
一
つ
の
都
道
府
県
内
の
診
療
報
酬
に

つ
い
て
、
他
の
都
道
府
県
と
異
な
る
定
め

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
旨
の
規
定
で
あ

る
。

　

こ
の
高
確
法
第
14
条
の
規
定
は
こ
れ
ま

で
に
一
度
も
活
用
さ
れ
た
こ
と
が
な
い

が
、「
経
済
財
政
運
営
と
改
革
の
基
本
方
針

（
骨
太
方
針
）
２
０
１
５
」
で
は
、「
こ
の

特
例
規
定
の
活
用
の
在
り
方
に
つ
い
て
検

討
す
る
」
と
明
記
さ
れ
た
。
介
護
報
酬
で

は
既
に
地
域
区
分
ご
と
に
異
な
る
点
数
が

設
定
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
特
例
を
活
用
す

れ
ば
、
医
療
で
も
診
療
報
酬
を
地
域
別
に

１
点
＝
９
円
に
す
る
よ
う
な
措
置
も
可
能

で
あ
る
。

　

そ
の
際
、
物
価
水
準
な
ど
の
地
域
格
差

も
加
味
し
、
地
域
別
の
診
療
報
酬
の
あ
り

方
も
検
討
す
る
べ
き
で
、
こ
の
特
例
で
診

療
報
酬
の
自
動
調
整
を
行
う
仕
組
み
も
考

え
ら
れ
る
。
基
本
的
に
、
診
療
報
酬
が
上

が
れ
ば
自
己
負
担
も
増
加
す
る
、
診
療
報

酬
が
下
が
れ
ば
自
己
負
担
も
減
少
す
る
と

い
う
関
係
を
も
ち
、
柔
軟
な
発
想
で
地
域

別
の
診
療
報
酬
の
あ
り
方
に
つ
い
て
も
検

討
を
深
め
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

な
お
、高
齢
世
代
に
も
現
役
世
代
に
も
、

負
担
能
力
に
余
裕
が
あ
る
家
計
と
余
裕
が

な
い
家
計
が
あ
り
、「
負
担
で
き
る
者
が
負

担
す
る
」
と
い
う
原
則
こ
そ
が
あ
る
べ
き

姿
で
あ
り
、
現
在
の
年
齢
差
別
的
な
「
窓

口
負
担
」
を
改
め
、
応
能
負
担
別
の
「
窓

口
負
担
」
に
変
更
す
る
こ
と
も
重
要
で
あ

る
。
例
え
ば
、
年
齢
に
よ
ら
ず
、
一
律
に

「
窓
口
負
担
」
を
3
割
と
し
、マ
イ
ナ
ン
バ

ー
制
度
な
ど
を
利
用
し
つ
つ
、
所
得
や
資

産
に
応
じ
て
、
負
担
能
力
に
余
裕
が
な
い

家
計
の
負
担
を
１
割
や
２
割
と
す
る
方
策

な
ど
も
重
要
で
あ
る
。

医療費の自然増加率
（後期高齢者医療制度部分）

名目GDP成長率

実際の改定率等による
医療費の増加率
（後期高齢者医療制度部分）

（出所）筆者作成

「医療版」マクロ経済スライドの仕組み
自動調整メカニズムによる調整
（例：α＝0.125％）
Z点→Z×（1－α）点
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